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令和４年第７回臨時会会議録 

（会期日程表） 

 

開会 令和４年９月28日 
会期１日間 

閉会 令和４年９月28日 

 

月 日 曜日 会議別 開議時間 日       程 

９月28日 水 本会議 午前10時 

仮議席の指定・議長の選挙・会議録署名議員の指名・

会期の決定・副議長の選挙・議席の指定・常任委員の

選任・議会運営委員の選任・国頭地区行政事務組合議

会議員の選挙・沖縄県介護保険広域連合議会議員の選

挙・沖縄県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙・

議長諸般の報告 

同意第２号提案説明、質疑、委員会付託省略（即決） 

議会広報常任委員会の閉会中の継続調査の件 

議会運営委員会の閉会中の継続調査の件 

議員派遣の件 

 

会期日数 １日間  本会議日数 １日間  委員会日数 １日間 
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令和４年第７回大宜味村議会臨時会会議録 

 

（第１号）令和４年９月28日 

 

１．開会、閉会の日時 

開  会（令和４年９月28日 午前10時00分） 

閉  会（令和４年９月28日 午前11時07分） 

 

２．出席議員（10名） 

１番議員  宮 城   貢 ６番議員  前 田   孝 

２番議員  宮 城 良 治 ７番議員  新 崎 悟 一 

３番議員  大 城 邦 彦 ８番議員  吉 浜   覚 

４番議員  大 山 美佐子 ９番議員  平 良 嗣 男 

５番議員  宮 城 美和子 10番議員  大 城 佐 一 

 

３．欠席議員（０名） 

な  し 

 

４．地方自治法第121条の規定により説明のため議場に出席した者の職・氏名は次のとおりである。 

村 長 宮 城 功 光  総 務 課 長 宮 城   豊 

 

５．職務のため議場に出席した事務局員の職・氏名は次のとおりである。 

事 務 局 長 新 城   寛  主 任 宮 城 宏 幸 
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６．議事日程（第１号） 

日程番号 事件番号 件     名 摘 要 

１  仮議席の指定  

２  議長の選挙  

 

７．追加議事日程（第１号の追加１） 

日程番号 事件番号 件     名 摘 要 

１  会議録署名議員の指名  

２  会期の決定  

３  副議長の選挙  

４  議席の指定  

５  常任委員の選任  

６  議会運営委員の選任  

７  国頭地区行政事務組合議会議員の選挙  

８  沖縄県介護保険広域連合議会議員の選挙  

９  沖縄県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙  

10 
同 意 

第 ２ 号 
監査委員の選任について 

提 案 説 明 

付 託 省 略 

11  議会広報常任委員会の閉会中の継続調査の件  

12  議会運営委員会の閉会中の継続調査の件  

13  議員派遣の件  
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○ 事務局長（新城 寛） 皆さん、おはようございます。事務局長の新城 寛です。 

 本臨時会は一般選挙後、初めての議会です。議長が選挙されるまでの間、地方自治法第107条の規定

によって、出席議員の中で年長の議員が臨時に議長の職務を行うことになっています。 

 年長の平良嗣男議員を御紹介します。平良議員、議長席のほうへお願いします。 

○ 臨時議長（平良嗣男） ただいまご紹介されました平良嗣男でございます。 

 本日招集されました令和４年第７回の臨時会に当たり、ただいま事務局長より御紹介のとおり、地方

自治法第107条の規定によって、臨時に議長の職務を行いたいと思います。どうぞよろしくお願いいた

します。 

 

◎開会及び開議の宣告 

○ 臨時議長（平良嗣男） ただいまから令和４年第７回大宜味村議会臨時会を開会します。 

 本日の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

 

◎仮議席の指定 

○ 臨時議長（平良嗣男） 日程第１ 仮議席の指定を行います。 

 仮議席は、ただいま着席の議席とします。 

 

◎議長の選挙 

○ 臨時議長（平良嗣男） 日程第２ 議長の選挙を行います。 

 お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第118条第２項の規定によって、指名推選にした

いと思います。 

 御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○ 臨時議長（平良嗣男） 異議なしと認めます。 

 したがって選挙の方法は、指名推選で行うことに決定しました。 

 お諮りします。指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。 

 御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○ 臨時議長（平良嗣男） 異議なしと認めます。 

 したがって議長が指名することに決定しました。 

 議長に大城佐一議員を指名したいと思います。 

 お諮りします。ただいま議長が指名した大城佐一議員を議長の当選人と定めることに御異議ありませ

んか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○ 臨時議長（平良嗣男） 異議なしと認めます。 

 したがってただいま指名しました大城佐一議員が議長に当選されました。 
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 ただいま議長に当選されました大城佐一議員が議場におられますので、会議規則第33条第２項の規定

によって、当選の告知をします。 

 大城佐一議員、議長当選承諾及び御挨拶をお願いしたいと思います。 

○ ９番（大城佐一） おはようございます。一言御挨拶を申し上げます。 

 ただいま議員各位の御協力のもと指名推選を賜り大宜味村議会議長に選任されました大城佐一です。

大変身に余る光栄であり心から感謝申し上げます。 

 大宜味村の限りない発展と、村民の福祉の向上のために、議員皆様方のご指導、ご協力を心からお願

い申し上げ、簡単ではありますが議長就任の挨拶とさせていただきます。本当にありがとうございます。

よろしくお願いいたします。 

○ 臨時議長（平良嗣男） 大城佐一議長、議長席にお着き願います。 

 しばらく休憩します。 

（午前１０時０７分） 

 

○ 議長（大城佐一） 再開します。 

（午前１０時０７分） 

 

○ 議長（大城佐一） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりでございますので、御了承願いたい

と思います。 

 

◎会議録署名議員の指名 

○ 議長（大城佐一） 追加日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 本臨時会の会議録署名議員は、会議規則第127条の規定により、議長において宮城 貢議員及び宮城

良治議員を指名します。 

 

◎会期の決定 

○ 議長（大城佐一） 追加日程第２ 会期の決定を議題とします。 

 お諮りします。本臨時会の会期は、本日限りの１日間にしたいと思います。 

 御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○ 議長（大城佐一） 異議なしと認めます。 

 したがって会期は、本日限りの１日間と決定しました。 

 

◎副議長の選挙 

○ 議長（大城佐一） 追加日程第３ 副議長の選挙を行います。 

 お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第118条第２項の規定によって、指名推選にした

いと思います。 

 御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○ 議長（大城佐一） 異議なしと認めます。 

 したがって選挙の方法は、指名推選で行うことに決定しました。 

 お諮りします。指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。 

 御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○ 議長（大城佐一） 異議なしと認めます。 

 したがって議長が指名することに決定しました。 

 副議長に平良嗣男議員を指名します。 

 お諮りします。ただいま議長が指名した平良嗣男議員を副議長の当選人と定めることに御異議ありま

せんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○ 議長（大城佐一） 異議なしと認めます。 

 したがってただいま指名しました平良嗣男議員が副議長に当選されました。 

 ただいま副議長に当選されました平良嗣男議員が議場におられます。会議規則第33条第２項の規定に

よって、当選の告知をします。 

 平良嗣男議員、副議長当選承諾及び御挨拶をお願いします。 

○ 10番（平良嗣男） おはようございます。ただいま副議長選挙におきまして、副議長に選任されま

したことは大変光栄に思うと同時に、身の引き締まる思いでございます。 

 もとより、浅学非才の身ではありますが、議長とともに円滑な議会運営と活性化のため、また村発展

のために微力ながら尽くす所存でございます。 

 どうか今後とも、皆様方の御支援、御協力を賜りまして、しっかりと頑張ってまいりたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

 

◎議席の指定 

○ 議長（大城佐一） 追加日程第４ 議席の指定を行います。 

 議席は、会議規則第４条第１項の規定によって、ただいま着席のとおり指定します。 

 

◎常任委員の選任 

○ 議長（大城佐一） 追加日程第５ 常任委員の選任を行います。 

 お諮りします。常任委員の選任については、委員会条例第７条第３項の規定によって、お手元に配り

ました名簿のとおり指名したいと思います。 

 御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○ 議長（大城佐一） 異議なしと認めます。 

 したがって常任委員会委員は、お手元に配りました名簿のとおり選任することに決定しました。 

 

○ 議長（大城佐一） これより各常任委員会の委員長を互選していただきます。 

 しばらく休憩します。 
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（午前１０時１３分） 

 

○ 議長（大城佐一） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１０時２８分） 

 

◎諸般の報告 

○ 議長（大城佐一） これから諸般の報告を行います。 

 休憩中に各常任委員会において委員長及び副委員長の互選が行われ、その結果の報告が議長の手元に

まいりましたので報告します。 

 総務常任委員会委員長に大城邦彦議員、副委員長に吉浜 覚議員。経済建設常任委員会委員長に宮城

良治議員、副委員長に宮城 貢議員、議会広報常任委員会委員長に宮城美和子議員、副委員長に宮城 

貢議員、以上のとおり互選された旨の報告がありました。 

 これで諸般の報告を終わります。 

 

◎議会運営委員の選任 

○ 議長（大城佐一） 追加日程第６ 議会運営委員の選任を行います。 

 お諮りします。議会運営委員の選任については、委員会条例第７条第３項の規定によって、お手元に

配りました名簿のとおり指名したいと思います。 

 御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○ 議長（大城佐一） 異議なしと認めます。 

 したがって議会運営委員は、お手元に配りました名簿のとおり選任することに決定しました。 

 

○ 議長（大城佐一） これより議会運営委員会の委員長及び副委員長を互選していただきます。 

 しばらく休憩します。 

（午前１０時２９分） 

 

○ 議長（大城佐一） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１０時３４分） 

 

◎諸般の報告 

○ 議長（大城佐一） これから諸般の報告をします。 

 休憩中に議会運営委員会において委員長及び副委員長の互選が行われ、その結果の報告が議長の手元

にまいりましたので報告します。 

 議会運営委員会委員長に前田 孝議員、副委員長に宮城良治議員、以上のとおり互選された旨の報告

がありました。 

 これで諸般の報告を終わります。 
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◎国頭地区行政事務組合議会議員の選挙 

○ 議長（大城佐一） 追加日程第７ 国頭地区行政事務組合議会議員の選挙を行います。 

 お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第118条第２項の規定によって、指名推選にした

いと思います。 

 御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○ 議長（大城佐一） 異議なしと認めます。 

 したがって選挙の方法は、指名推選で行うことに決定しました。 

 お諮りします。指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。 

 御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○ 議長（大城佐一） 異議なしと認めます。 

 したがって議長が指名することに決定しました。 

 国頭地区行政事務組合議会議員に大城邦彦議員及び平良嗣男議員を指名します。 

 お諮りします。ただいま議長が指名した大城邦彦議員及び平良嗣男議員を国頭地区行政事務組合議会

議員の当選人と定めることに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○ 議長（大城佐一） 異議なしと認めます。 

 したがって、ただいま議長が指名した大城邦彦議員及び平良嗣男議員が国頭地区行政事務組合議会議

員に当選されました。 

 

◎沖縄県介護保険広域連合議会議員の選挙 

○ 議長（大城佐一） 追加日程第８ 沖縄県介護保険広域連合議会議員の選挙を行います。 

 お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第118条第２項の規定によって、指名推選にした

いと思います。 

 御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○ 議長（大城佐一） 異議なしと認めます。 

 したがって選挙の方法は、指名推選で行うことに決定しました。 

 お諮りします。指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。 

 御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○ 議長（大城佐一） 異議なしと認めます。 

 したがって議長が指名することに決定しました。 

 沖縄県介護保険広域連合議会議員に大山美佐子議員を指名します。 

 お諮りします。ただいま議長が指名した大山美佐子議員を沖縄県介護保険広域連合議会議員の当選人

と定めることについて御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○ 議長（大城佐一） 異議なしと認めます。 

 したがってただいま議長が指名した大山美佐子議員が沖縄県介護保険広域連合議会議員に当選されま

した。 

 

◎沖縄県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙 

○ 議長（大城佐一） 追加日程第９ 沖縄県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙を行います。 

 お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第118条第２項の規定によって、指名推選にした

いと思います。 

 御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○ 議長（大城佐一） 異議なしと認めます。 

 したがって選挙の方法は、指名推選で行うことに決定しました。 

 お諮りします。指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。 

 御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○ 議長（大城佐一） 異議なしと認めます。 

 したがって議長が指名することに決定しました。 

 沖縄県後期高齢者医療広域連合議会議員に吉浜 覚議員を指名します。 

 お諮りします。ただいま議長が指名した吉浜 覚議員を沖縄県後期高齢者医療広域連合議会議員の当

選人と定めることについて御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○ 議長（大城佐一） 異議なしと認めます。 

 したがってただいま議長が指名した吉浜 覚議員が沖縄県後期高齢者医療広域連合議会議員に当選さ

れました。 

 

○ 議長（大城佐一） 休憩します。 

（午前１０時３９分） 

 

○ 議長（大城佐一） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１０時４０分） 

 

○ 議長（大城佐一） 本臨時会の会議に出席を求め、説明員として通知のあった者の職、氏名は、お

手元に配りました名簿のとおりです。 

 

◎同意第２号の上程、説明、質疑、委員会付託の省略、討論、採決 

○ 議長（大城佐一） 追加日程第10 同意第２号 監査委員の選任についてを議題とします。 

 地方自治法第117条の規定によって、宮城 貢議員の退場を求めます。１番、退場。 

 （１番 宮城 貢議員 午前10時40分退場） 
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○ 議長（大城佐一） 本件について提案理由の説明を求めます。村長。 

 （宮城功光村長 登壇） 

○ 村長（宮城功光） おはようございます。去る９月11日の大宜味村議会議員選挙において当選され

ました皆さん、誠におめでとうございます。これから４ヵ年間、村民の負託を受けて、村民の声をしっ

かりと村政に反映させて、行政と共に切磋琢磨しながら頑張って頂きたいと思います。 

 また、議長に就任されました大城佐一議長、平良嗣男副議長おめでとうございます。議員が一致協力

して、これからの村政発展のために頑張っていただきたいと思います。 

 私は、10月６日をもって任期満了に伴う退職となりますが、議員各位にお願いいたします。村民のマ

イナスになるような、誹謗中傷はしっかりと確認し、村政や職員に負担を掛けないようにお願いいたし

ます。 

 今回の選挙に於いて、間違った内容で掲載し、誹謗中傷して、迷惑をかけている事は大変残念です。

確りと迷惑をかけた方々には謝罪すべきと思っております。 

 では、同意第２号について提案説明いたします。 

 同意第２号 監査委員の選任について 

 大宜味村監査委員に次の者を選任したいので、同意を求める。 

 住 所  大宜味村字塩屋351番地 

 氏 名  宮城 貢 

      昭和33年９月17日生 

令和４年９月28日提出 

大宜味村長 宮城功光 

提案理由 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第196条第１項の規定により、同意を求めます。 

 なお、履歴書等を添付してございますので御参照願いたいと思います。よろしくお願いします。 

○ 議長（大城佐一） これで提案理由の説明を終わります。 

 これから同意第２号 監査委員の選任についての質疑を行います。質疑ありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○ 議長（大城佐一） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっております同意第２号 監査委員の選任については、会議規則第

39条第３項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。 

 御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○ 議長（大城佐一） 異議なしと認めます。 

 よって同意第２号 監査委員の選任については、委員会の付託を省略することは可決されました。 

 これから同意第２号 監査委員の選任についての討論を行います。討論ありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

○ 議長（大城佐一） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから同意第２号 監査委員の選任についてを採決します。 

 本件について、同意することに賛成の方は起立を願います。 
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 （起立全員） 

○ 議長（大城佐一） 起立全員です。 

 したがって同意第２号 監査委員の選任については、同意することに決定しました。 

 

○ 議長（大城佐一） 休憩します。 

（午前１０時４５分） 

 

○ 議長（大城佐一） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時０２分） 

 

○ 議長（大城佐一） １番、入場。 

 （１番 宮城 貢議員 午前11時02分入場） 

 

◎日程の追加 

○ 議長（大城佐一） 日程の追加についてお諮りします。ただいま議会広報常任委員会委員長及び議

会運営委員会委員長から、会議規則第75条の規定によって、お手元に配りました申出書のとおり閉会中

の継続調査の申出があります。これを日程に追加し、追加日程第11及び追加日程第12として議題とした

いと思います。 

 御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○ 議長（大城佐一） 異議なしと認めます。 

 したがって閉会中の継続調査の件を日程に追加し、追加日程第11及び追加日程第12として議題とする

ことに決定しました。 

 

◎議会広報常任委員会の閉会中の継続調査の件 

○ 議長（大城佐一） 追加日程第11 議会広報常任委員会の閉会中の継続調査の件を議題とします。 

 議会広報常任委員会委員長から会議規則75条の規定によって、お手元に配りました議会広報の編集及

び発行に関する事項並びにその他議会広報に関する事項について、閉会中の継続調査の申出があります。 

 お諮りします。委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○ 議長（大城佐一） 異議なしと認めます。 

 したがって委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。 

 

◎議会運営委員会の閉会中の継続調査の件 

○ 議長（大城佐一） 追加日程第12 議会運営委員会の閉会中の継続調査の件を議題とします。 

 議会運営委員会委員長から会議規則75条の規定によって、お手元に配りました各定例会及び臨時会の

会期日程等の議会の運営に関する事項及び議長の諮問に関する事項等について、閉会中の継続調査の申

出があります。 
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 お諮りします。委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○ 議長（大城佐一） 異議なしと認めます。 

 したがって委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。 

 

◎議員派遣の件 

○ 議長（大城佐一） 追加日程第13 議員派遣の件を議題とします。 

 お諮りします。議員派遣の件については、お手元に配りましたとおり派遣することにしたいと思いま

す。 

 御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○ 議長（大城佐一） 異議なしと認めます。 

 したがって議員派遣の件については、お手元に配りましたとおり派遣することに決定しました。 

 

議員派遣の件 

 

令和４年９月28日 

 本議会は、地方自治法第100条第13項及び会議規則第129条の規定により、下記のとおり議員を派遣す

るものとする。 

記 

 

開催時期 研  修  名 派遣人員 

令和４年10月 

県町村議会議長会定例総会（那覇市） 

県町村議会議員、職員研修会（那覇市） 

北部三村正副議長会議（国頭村） 

１名（議長） 

全議員 

正副議長 

11月 
町村議会議長全国大会（東京都） 

常任委員長、副委員長実務研修会（那覇市） 

１名（議長） 

６名 

令和５年１月 新人議員研修会（那覇市） 
２名 

新人議員 

２月 
県町村議会議長会定例総会 

県町村議会議員、職員研修会（那覇市） 

１名（議長） 

全議員 

３月 
北部市町村議長会定例総会（北部会館） 

現地調査 

１名（議長） 

全議員 

 

   派遣目的：町村議会議員の資質向上に資するため 

 

○ 議長（大城佐一） お諮りします。会議規則第45条の規定により、本議会に付議された事件の議決

の結果生じた条項、字句、数字、その他の整理を要するものについては、その整理を議長に委任された
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いと思います。 

 御異議ありませんか。 

 （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○ 議長（大城佐一） したがって条項、字句、数字、その他の整理は、議長に委任することに決定し

ました。 

 

◎閉会の宣告 

○ 議長（大城佐一） これで本日の日程は、全部終了しました。 

 会議を閉じます。 

 令和４年第７回大宜味村議会臨時会を閉会します。 

 お疲れさまでした。 

（午前１１時０７分） 

 

 地方自治法第123条第２項の規定により署名する。 

  臨時議長 

  議会議長 

  署名議員 

  署名議員 

 


